
2. 自己管理能力向上への取組み ~慢性化を見直す~

1 .はじめに

西 3 階病棟は男子の慢性期病棟である 。

平成 20 年 2 月現在、全入院患者の約半数が

小遣い、日用品、煙草、おやつなどの噌好品

が看護者管理であった。

特に曙好品の煙草については 1 日 1 5 本と

決め、看護者が患者に 1 時間毎に l 本ずつ手

渡ししていた。 また、おやつも看護者が選ん

で購入し、毎日小分けにして渡していた 。

ジュースも患者の希望を聞かずに購入し、

看護者主体の管理的な援助を行っていた。

それはルーチン業務の大半を占め、患者

の精神援助に当たる時間を圧迫すると共に、

患者の廃用(不使用)から慢性化を助長して

いると考えられ、早急に改善が必要だった。

今回、入院患者の自己管理能力向上へ向

けた取組みを行い、職員の慢性化の意識を

変えると共に、患者の生活能力の改善・向上

を目指した。

2. 実践方法

平成 20 年 l 月から平成 20 年 8 月までの期

間において、認知力と意思がはっきりして

いる人を対象に行った。

①小遣い、噌好品、日用品を看護者管理し

ている患者の自己管理能力向上にむけ

た看護計画を作成し実施した。 尚、事前

に患者全体ミーティングで患者全員へ

自己管理の必要性を説明をした。

②原則的に新たな転入者に対しては転入

初日より小遣い・噌好品はロッカーで

の自己管理を促した。

以上、小遣い、噌好品、日用品を看護者管

理としている患者数の動向にどのような変
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化が生じたかを考察する 。

<看護計画の一例>

ケース 1

患者紹介: T. 0 氏 45 歳 統合失調症

入院暦 :昭和 62 年 1 月 6 日( 1 回目)

在院年数 22 年 4 ヶ月

問題点 :精神症状によりノンコンプライ

解決目標

アンスとなり喫煙過多、おやつ

の過食がある 。

[煙草・おやつ(ソフトサラダ煎

餅)は看護者管理であった}

① 1 日の喫煙本数を 20 本から 12 本になる 。

②おやつを月曜日からその週末(金曜日

か土曜日)まで持たせることができる 。

o-p  

パイタノレサイン、血液デー夕、体重の変化

喫煙、おやつに対しての認識と精神症状

との関連

価値観、態度、感情などの自己概念の障害

の程度

ベース配分、量、摂取時間などのセルフマ

ネージメント能力

治療者との関係

c-p 

本人の価値観の尊重と不適切な行動への

修正する 。

本人と噌好品の残数を確認し、対処法を

ー諸に考える 。

目標が達成した時には、肯定的な表現で

褒める 。



E-P 

本人が希望する開放病棟転棟へ向け、管

理能力向上が必要であることを説明する 。

喫煙による健康への害について、パンフ

レットを使用し説明する 。

噌好品のカロリーや塩分含有量を説明す

る 。

ケース 2

患者紹介 :K.A 氏 55 歳 統合失調症

入院暦 :平成 2 年 10 月 18 日 (3 回目)

在院年数 18 年

問題点 :喫煙過多があり、煙草が無くな

ると、他患者との貸し借り行為

やたかり行為でのトラブルが発

生する 。

[煙草は看護者管理であるが、お

やつは自己管理している]

解決目標:煙草の貸し借りやたかり行為が

0 回になる 。

o-P 

喫煙に対しての認識

煙草の手持ち数の増減と精神症状と言動

の変化

セルフマネージメント能力

病棟規則に対しての認識

治療者や他患との関わり

c-P 

趣味の将棋を活用し喫煙への意識を他へ

向ける 。

小遣いの使い方を含めて、喫煙ペースを

本人と一緒に考える 。

煙草が減少している状況や困っているこ

とをスタッフに話し易い環境を作る 。

E-P 

開放病棟への転棟の希望があり、現在の

取り組みは、開放病棟へ転棟する為に必

要であることを伝える 。

たかり行為、貸し借りについては、他患と

のトラブノレになる可能性があることを、

意識できるように提案する 。
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ケース 3

患者紹介: 1. Y 氏 36 歳 統合失調症

入院暦 :平成 8 年 6 月 14 日

在院年数 1 2 年

問題点 :喫煙過多があり、煙草が無くな

ると、他患者との貸し借りでト

ラブルが発生する 。 要求コント

ロールするセルフマネージメン

ト能力が低いことから、たかり

行為と衝動行為がある 。

[煙草は看護者管理であるが、おや

つは自己管理している}

解決目標:煙草のたかり行為や貸し借り行

為を、月に 1 2 回程度から 6 回に

なる 。

o-P 

煙草の手持ち数の増減と精神症状や言動

の変化、衝動性の観察

セルフマネージメント能力

喫煙に対する認識、道徳性、病棟規則に対

しての認識

治療者や他患との関わり

c-P 

趣味の音楽とギターに関心があり、それ

に関連したレクリエーションや会話で喫

煙

から意識を他に向ける 。

小遣いの使い方も含めた、喫煙ペースを

本人と一緒に考える 。

喫煙過多になっている状況や、困ってい

ることをスタッフに話し易い環境を作る 。

たかり行為が見られなく、煙草の喫煙

ペースが 1 日 10 本程度である時には、肯

定的表現でフィードパックする 。

I 氏が、相手の気持ちを気遣えるような声

かけをする 。

E-P 

たかり行為、貸し借りについては、他患と

のトラブルになる可能性があることを、

意識して指導にあたる 。



3. 実施の結果

このように個別性にあわせた取り組みを

行ったところ、ケース l では、煙草の喫煙本

数が 1 月では 1 日 20 本だったのが、 8 月では

12 本に減少した。 また、おやつを食べるベー

スについても、 1 月では月曜日に買い、水曜

日には無くなっていたが、 8 月には金曜日

か、土曜日まで持たせることができた。 これ

は本人の「おかしはもう無いんだよ」と言う

発言から、おやつを食べるペースが乱れて

いることに気付き、「早く食べ終わちゃうん

だね、どうしたら良いと思う ?J と持ち掛け

てみると、「金曜日までにもたせたい J とい

う返事が返ってきた 。 そこで、 f1 日に何個

だと金曜日までもつの? J と尋ねると、 f1 日

2 袋でし\1" ¥ J と言ったので、定期的に数を確

認した。 すると、初めのうちは夜中に食べて

しまうことがあり、その対処法を一緒に考

えながら進めていった。 1 日 2 袋に抑えてい

るか、週 2 回、残数を確認し、食べ過ぎた日

には、次の日に 1 袋にするようにもってい

きました。 やがて徐々に、 1 週間近くおやつ

を持たせることができるようになった こ

のようにできた時にはできたことを言忍めて

褒めていった。 0 氏とはこのような関わりを

何度も繰り返していき、確認も週 2 回から週

l 回になり、煙草もおやつも自己管理になっ

た 。

ケース 2 は、「開放に行きたしリと言う本

人の希望から、どうしたら開放病棟にいけ

るのか話し合った。 「今、煙草のトラブルが

ありますねJ と持ちかけると、「無くなった

ら、開放行ける? J と言うので「どうすれば

トラブルがなくなると思いますか? J と聞

くと、「煙草が無くなるから誰かに借りる 。

借り 今からトラブルになるんだよね」と A 氏

自身が気付いた。 そして、話し合った結果、

「週末まで持たせること」と目標ができた。

その目標の達成のため、日中の過ごし方と

して将棋を薦めてみた。 これは A 氏が高校時

代から将棋の経験があり、院内の将棋大会
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でも優勝していることから提案してみたと

ころ、 A 氏は喫煙時間を忘れるほど集中して

いた。 その結果、日中 1 '"'-' 2 回の喫煙回数が

減り、たかり行為や貸し借りが無くなって、

煙草の自己管理ができるようになった。 さ

らに、病状も安定したことから、 8 月 16 日

に開放病棟に転棟となった。

次のケース 3 は、平成 20 年 1 月より I 氏の

看護計画を立てた。 煙草は 1 月以前より 1 時

間に l 本を看護者管理で渡していた。 本人か

らは、以前より『自分で管理したい』という

希望があったため、本人と話し合って l 日 l

箱 (20 本)を渡したが、その日のうちに全

て吸い終わってしまうこともあった。 夕食

後から消灯前の喫煙時間の聞に、他患にた

かる行為が見られ、スタッフが本人に確認

すると、「していません。 やってなしリと言

うので自己管理を継続した。 その後の 3 月か

ら、全ての自己管理を強く希望したことか

ら、自発性を尊重し 小遣いは l 週 3000 円

を降金した。 煙草は月曜日に 1 週間分として

5 箱を購入したが、木曜日前後で全て吸い終

わってしまい、自分の煙草が無いため、他患

へたかるようになった。 たかられた患者か

らの苦情があり、スタッフとの話し合いを

求めたが、「してません。 やっていない j と

言い、話し合いに応じなかった。 たかり行為

は特に週末に見られた 。 職員がたかり行為

を見た時に、状況を確認すると「気をつけま

す。 もう、しません」と答えた。 この発言は

『本人の反省』と思い静観してしまった。 し

かし、 4 月に他患とぶつかったことを発端に

口論となり、暴力行為に発展して、急性期病

棟に転棟し閉鎖隔離となった。

さて、病棟全体としては、急性期病棟から

の転入者が殆どであるという病棟の性質か

ら転入直後の自己管理については図 1 に示

した通りである 。 そして、 8 月時点での自己

管理状況では図 2 にあるような結果となっ

た 。 このケースのように看護計画の実施に

よる自己管理レベルの変化が図 3 に見られ、

取り組み開始から自己管理レベルの変化が



図 4 のように見られた。

4. 考察

ケース l やケース 2 のように、オープン質

問を行ない、患者とコミュニケーションを

取り、患者の隠された意思を表出させ、ニー

ドを看護者と共有して、同じ方向を向いた

ことで、患者と同一化できた。 患者自身の意

思を尊重することから、潜在能力を引き出

す開拓利用ができる段階となったことが分

かった 。

ケース 3 の場合は、当人や他の患者にも自

己管理を勧めていたことで、 I 氏のたかり

行為がしやすい環境にあった。 現在、病棟に

は認知力が低下している患者や、ソーシャ

ルスキルを必要としている患者が多く、 I 

氏の周りの弱し 1 立場の人も守ろうとするス

タッフ側の気持ちの方が強くなっていた 。

このような患者には不利益となる場合が

あった。 1 氏 は他者とコミニュケーション

をとる能力があるが 独りで過ごすことが

多く、自身のストレスのはけ口は、煙草を吸

うことだった。 たかることができなくなり、

喫煙が妨げられた I 氏の不安、悩みに焦点を

あてた看護ではなく、たかり行為のみに目

を向けてしまっていたために、ストレスが

さらに増長し暴力に発展したと考えられる 。

回りの弱い立場の人たちに対しては、ス

タッフ側の「防がねばならなしリと言う、

ニードが強く現れてしまい、それは、 I 氏 に

対した援助ではなくなったと同時に、 I 氏

の思いを傾聴し、共感する姿勢が取れてい

なく、たかり行為を止めさせたいという、看

護側のニードを優先させた結果となった 。

これは、 I 氏の不安へ目をむけられず、病状

を悪化させたケースである 。

しかし、病棟全体としては、図 4 より、 一

部及び全部看護者管理だ、った 33 名は 20 名に

減少した。 このことから、今回の取り組みを

行った結果、西 3 階病棟入院患者の管理能

力は、全体的に向上したといえる。

次に、図 3 に見られるように、看護計画を
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図l 転入後の自己管理

図2. 8月の転入後の管理状況

図3. 看護計画の実施による自己管理の変化

一部自己管理から
全て自己管理
18% 6人

看護者管理から
自己管理
15% 5人

図4. 取組み開始から自己管理レベルの変化
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立て実施したことで、慢性化した患者の能

力を発揮する機会を意図的に増やし、看護

者の援助によって、これまでは難しいと恩

われていた自己管理能力が向上したと考え



られる 。 また、転入してきた患者に対して

も、原則的に小遣いと噌好品の自己管理を

促したことが大きな要因であると考えられ

る 。 図 1 にあるように転入後に自己管理を

促された患者は転入当初 58%であったが自

己管理を始め、現在まで 54%の患者が自己

管理を継続していると言うことは、転棟し

てくる患者の半数以上が、直ぐに自己管理

を行える可能性があることを示している 。

慢性化について、べプロウ 1 )は「人間の

実際の能力や力が病気その他の原因によっ

て減退したり使用困難になったときに発現

し、利用される代理的行動j と言う 。 これま

で、私たち看護者は患者の能力に対して、減

退した時期の能力がその人の能力であると

判断してしまい、低く評価をしていた。 ま

た、ベプロウは、慢性化の特に際立つ特徴を

「個人の能力がもはやきちんとしたかたちで

尊重されず、必要とされず、用いられないこ

と J そして、「慢性化の予防または改善のた

めに必要なことは、現在ある能力を明 らか

にし、それを現実的、かつ、やりがいのある

仕方で、再び発輝できるようにすること」で

あると述べている 。

今 回の取り組みにあたり、このような理

論をよりどころとし、患者の潜在能力に注

目した 。 患者の失敗に対しては根気強く対

応することをこころがけ、患者が能力を発

揮する機会を意図的に増やして、看護者が

援助したことも自己管理能力の向上に効果

があったと考える 。

5. おわりに

今回の取り組みをまとめる過程において、

スタッフの慢性化についても考えさせられ

ることが多かった。 これまでは、患者の 自己

管理能力の向上への関わりは看護者の主観

に焦点があてられ、看護者側の管理的状態

が慢性化し、積極的に行われなかったこと

に気づかされた。

それは過去、『患者は平穏に入院していれ

ば良い』と いう風潮もあり、患者に管理を委
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ねれば、盗まれた、たかられる、喧嘩がおこ

る等のトラブルも多くなり、スタッフがこ

れらに振り回されては大変だという理由で、

患者が能力を発揮する機会を奪ってしまっ

た。 私たちは、この管理方法に疑問をもたず

自動的に引き継いできた。 患者の自己管理

能力は看護者に焦点が当てられ、自己管理

能力の向上が行われなかった 。 いわゆるス

タッフの慢性化である 。

今 回、 このような取り組みを行ったこと

で、ベプロウ理論導入にあたり、焦点を患者

に向けるという姿勢をもつことができ、『患

者のニードを考え、患者の能力を尊重し、発

輝する機会を作る』としづ意識が芽生え、今

までの管理的な、対応に疑問を持つことが

できたことは、慢性化した患者及び、スタッ

フにとって、『小さな革命』と言える 。
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